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当社の一部子会社は、喫煙、たばこ製品のマーケティングまたはたばこの煙へ
の曝露から損害を受けたとする訴訟の被告となっています。また、当社グループは、
喫煙と健康に関する訴訟以外の訴訟においても当事者になっています。
かつては、米国において、多数かつ大規模な喫煙と健康に関する訴訟がたばこ
製造業者に対して提起される等の状況が見られました。近年は減少傾向ではあり
ますが、陪審員制度、懲罰的賠償制度、弁護士に対する成功報酬制度等の存在を
背景に、米国において喫煙と健康に関する訴訟リスクは消失していないと認識して
います。当社グループは、2024年の米国Vector社買収に伴い米国において複数の
喫煙と健康に関する訴訟を承継しています。
当社の一部子会社が当事者となっている主な訴訟については、有価証券報告
書の連結財務諸表注記「偶発事象」をご参照ください。
当社グループは係争中のまたは将来の喫煙と健康に関する訴訟がどのような結
果になるのか予測することはできません。これらの訴訟が当社グループにとって望
ましくない結果になった場合、多額の賠償責任を負うこと等により、当社グループ
の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。またこれら訴訟の結果にかかわらず、
訴訟に関する批判的報道その他により、喫煙に対する社会の許容度の低下や公
的な規制が強化されること、当社グループに対して多くの類似の訴訟が提起され
ること、係る訴訟の対応及び費用の負担を強いられること等により、当社グループ
の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、喫煙と健康に関する訴訟以外
にも、当社グループ製品の品質に何らかの問題が生じた場合に製造物責任の請求
を受ける等、今後も当社グループを当事者とした訴訟等が発生する可能性があり
ます。これらの訴訟等が、当社グループにとって望ましくない結果になった場合に、
当社グループの業績または製品の製造、販売、輸出入等に悪影響を及ぼす可能性
があります。

カナダにおける18件の訴訟は、JTI-Macの再生計画に基づく包括的な和解によ
り、JTI-Mac及びその役員等に対する製造たばこに関わる損害賠償等の一切の請
求は放棄され、当該請求に関する新たな訴訟提起等が禁止されています。現在、カ
ナダにおける訴訟について、各管轄裁判所において訴訟を正式に終了させるため
の形式的な手続が進行中です。

カナダにおける訴訟について

カナダにおける当社現地子会社である JTI-Macdonald Corp.（以下、「JTI-

Mac」という。）は、JTI-Mac及び当社の被補償者に対して提起された喫煙と健康に
関する訴訟について、包括的な和解に基づく和解金の支払に合意しており、当該
支払は2025年より開始されました。

JTI-Macは、カナダ各州政府が提起した医療費返還請求訴訟10件及び喫煙と
健康に関する集団訴訟８件の当事者となっておりました。当該集団訴訟のうちカ
ナダ・ケベック州においてJTI-Macを被告に含む、Rothmans, Benson & Hedges 

Inc.及びImperial Tobacco Canada Limitedの計３社（以下、「被告たばこ会社」
という。）に対し提起された集団訴訟２件に係るケベック州控訴裁判所の判決を受
け、被告たばこ会社は「Companies’ Creditors Arrangement Act」（企業債権者
調整法)（CCAA）の適用下で事業を継続し、ケベック州の集団訴訟原告を含む各
債権者との調停手続を進めておりました。
最終的に、オンタリオ州上位裁判所は、現地時間2025年３月６日、被告たばこ
会社３社合計で325億カナダドル（約３兆5,600億円相当）の和解金の支払を含む
再生計画案を承認する旨の決定を下し、同年８月29日に再生計画が発効され包
括的に和解することとなりました。JTI-Macは、同社の再生計画（以下、「本計画」と
いう。）に基づき頭金として17億カナダドル（約1,800億円相当）を支払っています。
今後、JTI-Macは、本計画に基づき分割金として毎年のJTI-Macの税引後当期
純利益の一定割合（１年目～５年目:85％、６年目～10年目:80％、11年目～15年
目:75％、16年目以降:70％）を支払います。その総額が被告たばこ会社３社合計で
325億カナダドルに満つるまで、分割金の支払が継続されます。なお、当社による
一定の前提をおいた各社の将来利益に係る試算に基づけば、支払完了まで30年
～40年程度かかる見込です。
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